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１．地域コミュニティとは

• 地域住民一人ひとりの共同体です。

• より安全で安心なまちづくりを目指す地域社会です。• より安全で安心なまちづくりを目指す地域社会です。

• 住民の信頼関係や共同意識を生み出します。

１

（１）地域をとりまく現状と課題

高度情報化、核家族化、都市化により、地域における

２．なぜ、今、地域コミュニティなのか？

高度情報化、核家族化、都市化により、地域における
人と人とのつながりが希薄になっている。

過疎化、少子高齢化の進展により、地域組織の機能
が弱体化している。

市町村合併や少子高齢化、人口減少により、新たな地
域課題が発生している。

２



（２）佐賀市総人口の推移

• 平成７年国調をピークとし、総人口は減少に転じている。平成７年国調をピークとし、総人口は減少に転じている。平成７年国調をピークとし、総人口は減少に転じている。平成７年国調をピークとし、総人口は減少に転じている。
• 「自然動態」「社会動態」が今後も同じように続くと仮定した場合、「自然動態」「社会動態」が今後も同じように続くと仮定した場合、「自然動態」「社会動態」が今後も同じように続くと仮定した場合、「自然動態」「社会動態」が今後も同じように続くと仮定した場合、

２０１５年の推計値は２３１，７４７人。２０１５年の推計値は２３１，７４７人。２０１５年の推計値は２３１，７４７人。２０１５年の推計値は２３１，７４７人。

237,506

243,076

246,674

243,726
240,000

250,000

225,159

216,642

206,852

196,204

184,746

173,047

231,754241,361
243,726

242,072

170,000

180,000

190,000

200,000

210,000

220,000

230,000

2055年の人口は2010年の2/3！

３

161,750

150,898

140,000

150,000

160,000

170,000

1

9

8

5

年

1

9

9

0

年

1

9

9

5

年

2

0

0

0

年

2

0

0

5

年

2

0

1

0

年

2

0

1

5

年

2

0

2

0

年

2

0

2

5

年

2

0

3

0

年

2

0

3

5

年

2

0

4

0

年

2

0

4

5

年

2

0

5

0

年

2

0

5

5

年

2055年の人口は2010年の2/3！

（３）少子高齢化の着実な進行

148.5
139.4160

生産年齢人口

(千人)

2055年の働く世代の人数は、2010
年の半分に！
子どもの数も、2010年の半分に！

148.5
139.4

130.1
122.5

114.5
107.2

98.0
89.6

82.2
76.6

54.9
61.0 64.9 65.5 65.2 64.3 64.1

62.3 59.7

60

80

100

120

140

160
生産年齢人口

老年人口

34.0 31.4 30.1 28.6 27.2 24.6 22.7 21.1 19.8 18.7

62.3 59.7
55.6

0

20

40

60

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

年少人口

４



公的サービス

行政が担う

公的サービス

行政が担う

社会（公共）サービスと行政の関係

行政が担う

３０年前

家族や地域の

支えあいで解決

子育て

高齢者生活支援

防犯防災

耕作放棄地

孤独死 空家

現代

家族や地域の

支えあいで解決

空家

５
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総合計画を中心として

戦略的な行政運営

３．地域コミュニティ政策について

• 地方分権（国→自治体の地方分権の地域
ver.）。
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• 個々の生活圏域の中で、その地域に必要なサービス
などについて、それぞれの独自性を持って行う。

子育て 高齢者 防災・防犯 地域活性化
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これからのまちづくりのあり方

○ 住民に身近な行政は、基礎自治体が自主的に、
そして総合的に広く担うべきそして総合的に広く担うべき

○ 地域住民が自らの判断と責任において地域の
諸課題に取り組むことも必要

住民自身が取り組む 住民と行政が連携して取り組む

地域の維持・活性化 ７

 

所属 役職 平成 22年度 平成 23年度 備考 

1 

学識経験者（佐賀大学） 農学部准教授 五十嵐 勉 五十嵐 勉 委員長 

2 学識経験者（佐賀新聞） 編集局長 富吉 賢太郎 富吉 賢太郎 副委員長 

3 

自治会協議会 副会長 佐藤 弘之 齊藤 浩章 

 

4 

自治会協議会 幹事 鈴木 茂和 鈴木 茂和 

 

４．佐賀市における検討（平成22・23年度）
「佐賀市地域コミュニティ活性化検討委員会」での議論

【設置期間】
平成22年8月～12月
平成23年7月～11月

4 

自治会協議会 幹事 鈴木 茂和 鈴木 茂和 

 

5 子ども会連絡協議会 本部役員 伊勢 こずえ 伊勢 こずえ  

6 

公民館連合会館長会 公民館長 今泉 多美子 千手 正秋 

 

7 

PTA協議会 代議員 川部 浩子 静山 美保子 

 

8 

体育協会 理事 古賀 久貴 古賀 久貴 

 

9 

佐賀市ボランティア 

連絡協議会 

会長 小林 紀 小林 紀  

10 地域婦人連絡協議会 校区会長 下村 律子 下村 律子  

11 

消防団 

中部方面隊 

第二支団長 

中原 長正 中原 長正 

 

12 

民生委員・児童委員 

   

 

学識経験者：2名
（佐大、佐賀新聞）

各種団体代表者：13名
（12団体）
モデル校区代表：4名
（H23年度の4校区）

12 

民生委員・児童委員 

協議会 

副会長 福井 京子 光冨 雅子 

 

13 

校区社会福祉協議会 幹事 福田 繁文 福田 忠利 

 

14 

青少年健全育成連合会 副会長 宮崎 和彦 宮崎 和彦 

 

15 

老人クラブ連合会 会長 吉岡 虎男 吉岡 虎男 

 

16 

嘉瀬校区 

 

草場 真智子 

 

17 

本庄校区 

 

丹野 眞智俊 

 

18 

金立校区 

 

鐘ヶ江 博文 

 

19 

モデル校区 

諸富校区 

 

原田 美智子 

 

 

８



職員の積極的な参加

これからの地域自治のすがた（例）これからの地域自治のすがた（例）これからの地域自治のすがた（例）これからの地域自治のすがた（例）

～地域課題解決のためのネットワークづくり～～地域課題解決のためのネットワークづくり～～地域課題解決のためのネットワークづくり～～地域課題解決のためのネットワークづくり～

市役所

従来の地域
市役所

新しい地域

振興会

NPO

消防団

商工会

民児協

社協

老人クラブ

PTA

自治会

地域の各種団体地域の各種団体地域の各種団体地域の各種団体
振興会 消防団

商工会
社協

PTA

自治会

NPO

緩やかなネットワーク緩やかなネットワーク緩やかなネットワーク緩やかなネットワーク

【地域コミュニティ協議会】
地域の各団体がメンバーとなり連携を図る

子ども会

その他
PTA

地域住民地域住民地域住民地域住民

その他 民児協

老人クラブ

地域住民地域住民地域住民地域住民

子ども会

９

まちづくり協議会のイメージ図まちづくり協議会のイメージ図まちづくり協議会のイメージ図まちづくり協議会のイメージ図

～地域課題解決のためのネットワークづくり～～地域課題解決のためのネットワークづくり～～地域課題解決のためのネットワークづくり～～地域課題解決のためのネットワークづくり～

職員の積極的な参加

市役所

【コミュニティ組織のイメージ】

校
区

の
夢

緩やかなネットワーク緩やかなネットワーク緩やかなネットワーク緩やかなネットワーク

【コミュニティ組織のイメージ】
地域の各団体がメンバーとなり、地域課題解決等
に向け、部会に分かれて実践

福祉部会

環境部会

子ども

育成部会

女性の会
消防団

その他

健康・スポーツ
民生児童委員会

校区社協
PTA自治会

NPO公民館

夢
プ
ラ
ン

育成部会

○○部会

○○部会 地域住民地域住民地域住民地域住民

健康・スポーツ
民生児童委員会

老人クラブ

子ども会

青少健
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平成23年度から平成25年度までをモデル期間と位置付

け、平成25年度にモデル校区での取り組みを検証し、

今後の方針を決定する。

５ モデル校区での取り組み【平成23～25年度】

（参考）モデル校区選定までの流れ（手上げ方式）（参考）モデル校区選定までの流れ（手上げ方式）（参考）モデル校区選定までの流れ（手上げ方式）（参考）モデル校区選定までの流れ（手上げ方式）

12月：自治会協議会にてモデル校区募集

12月～2月：モデル事業に関心のある

校区にて説明会を開催校区にて説明会を開催

3月：希望申込みのあった校区について、

自治会協議会で選定協議を行い承認

を受ける。
１１

平成２５年度までに１６校区で実践平成２５年度までに１６校区で実践平成２５年度までに１６校区で実践平成２５年度までに１６校区で実践 うち７校区で「まちづくり協議会」設立済うち７校区で「まちづくり協議会」設立済うち７校区で「まちづくり協議会」設立済うち７校区で「まちづくり協議会」設立済
（参考）校区自治会数：32、小学校区数：35

モデル校区の状況（平成２５年１２月現在）

設立 名称等 体制

嘉瀬 H23年6,9月
H23年 H24年

嘉瀬まちづくり協議会 5部会

指定
年度

校区名 座談会開催
夢プラン

策定

協議会設立

嘉瀬 H23年6,9月
H23年

9月

H24年

2月
嘉瀬まちづくり協議会 5部会

本庄
H23年6,7月

6月住民ｱﾝｹｰﾄ

H23年

11月

H23年

11月
本庄まちづくり協議会 4部会

金立
H23年

6,8,9,12月
H24年
１月

H24年
3月

金立まちづくり協議会 5部会

諸富
H23年

7,9,10,12月
H24年
１月

H24年
7月

諸富町まちづくり協議会 6部会

川上
H24年4,7月 H24年 H24年

川上校区まちづくり協議会 6部会

23

・
24

・
25

川上
H24年4,7月
1月住民ｱﾝｹｰﾄ

H24年
8月

H24年
9月

川上校区まちづくり協議会 6部会

北川副
H24年7,9月

6月プレ座談会

H24年

11月

H25年

2月
北川副まちづくり協議会 5部会

東与賀
8,9,10,12,1月

10月中学生ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

東与賀まちづくり協議会 6部会

25
新規９校区が追加
　　神野、巨勢、兵庫、新栄、西与賀、中川副、南川副、西川副、久保田

24
・

25

平成25年6月30日
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モデル校区での進め方（例）

（１）まちづくり準備委員会の設置（１）まちづくり準備委員会の設置（１）まちづくり準備委員会の設置（１）まちづくり準備委員会の設置

各種団体や地域で活動を行っている
方々を中心に今後の進め方を協議。

【地域】

（１）財政面の支援（１）財政面の支援（１）財政面の支援（１）財政面の支援
協議会設立までは行政負担
設立後は補助金交付

【行政支援】

（２）まちづくり座談会（全体会）の開催（２）まちづくり座談会（全体会）の開催（２）まちづくり座談会（全体会）の開催（２）まちづくり座談会（全体会）の開催

多くの住民の意見を拾い上げるため
に、ワークショップ形式で開催
第1回：校区の長所と課題の
第2回：校区の目標の検討
第3回：目標に向けた取組の検討

（２）人材面の支援（２）人材面の支援（２）人材面の支援（２）人材面の支援
設立までは２名担当
設立後は１名担当
協議の場にファシリテーター配置

（３）校区在住職員の参加（３）校区在住職員の参加（３）校区在住職員の参加（３）校区在住職員の参加

一人二役運動として、モデル校区在
（３）校区の夢プランの作成（３）校区の夢プランの作成（３）校区の夢プランの作成（３）校区の夢プランの作成

座談会で出された意見を取りまとめ
て校区のまちづくり計画を作成。

（４）まちづくり協議会の設立（４）まちづくり協議会の設立（４）まちづくり協議会の設立（４）まちづくり協議会の設立

夢プラン実現に向けた組織を作り、
活動開始。

一人二役運動として、モデル校区在
住職員の自主的な参加を推進。

制度見直し制度見直し制度見直し制度見直し

校区連絡員制度の創設校区連絡員制度の創設校区連絡員制度の創設校区連絡員制度の創設

１３

【参考】金立校区の進捗状況
4月 7月 8月 10月 11月 2月 3月

日 4/23 5/17 5/30･31 6/9 6/27 7/19 8/2 9/9 9/29 10/21 11/18 12/2 12/14 1/12 1/23 2/16 3/23
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まちづくり座談会（全体会）

（８０名程度）
自治会（現・旧役員）ほか各種団体役員、

まちづくり準備委員会（企画会議）

（１３名）
自治会や各種団体代表と公民館で組織。
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自治会（現・旧役員）ほか各種団体役員、

一般住民、校区在住職員へ参加を呼びか
けて開催。広く意見を出し合う場。

自治会や各種団体代表と公民館で組織。

全体会で出された意見について整理を行う。
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【参考】金立校区夢プラン

１５

会 長：１名

副会長：２名

役 員 会

みんなが主役の明るいまち金立

ひとの心が通い合い、

笑顔あふれるまち

徐福、葉隠の里、東

名遺跡などを活かし

たまち

みんなで助け

合い、安心し

て暮らせるま

ち

金立っ子の元

気な声が聞こ

えるまち

健康・長寿

で楽しい人

生を過ごせ

るまち

ホタルが飛

び交う自然

豊かなまち

目

標

【参考】

金立まちづくり

協議会の組織図

部会名 地域活性化部会 防犯・防災部会 子ども育成部会 福祉部会 自然環境部会

部会長 自治会 交通安全協会 子ども会 社会福祉協議会 千の花の会

副部会長 体育協会 消防団 少年育成委員 長生会 自治会

自治会・婦人部 自治会 自治会・婦人部 自治会・婦人部 自治会

長生会 長生会 民生児童委員会 民生児童委員会 千の花の会

体育協会 交通安全協会 子ども会 長生会

消防団 少年育成委員 社会福祉協議会

少年補導員 金立小学校 向陽園 緑進会（造園）

青少年健全育成会 金泉中学校 オークス

ＮＰＯ徐福湿原の森

づくり会

食生活改善推進協

議会

はがくれの里ウォーキ

副会長：２名

事務局長：１名

会 計：１名

部会長：５名

副部会長：５名

監事：２名 事務局：３名

青少年健全育成会 金泉中学校 オークス

少年育成委員 金立小ＰＴＡ きりん

交通指導員 金泉中ＰＴＡ 桂寿苑

青少年健全育成会 おたっしゃ本舗金泉

緑進会（造園） 金立特別支援学校 かささぎの里

徐福長寿館 佐賀整肢学園

農政協議会 聖華園

金立サービスエリア 弘学館

千の花の会 千布幼稚園

金立幼稚園

構

成

団

体

はがくれの里ウォーキ

ング

ＮＰＯ徐福湿原の森

づくり会
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モデル校区として取り組んでの成果と課題

良かった点 問題に感じる点

① 共通の目標ができたことで、校区で
まとまって活動をしようという意識が高
まった。

① 協議会の設立に際しては、どうして
も話し合いの機会が多くなる。

まった。

② みんなで話し合う場を設けたことで、
困りごとや課題が明らかになり、その解
決に向けた活動をみんなで考えることが
できるようになった。

③ 関係する団体が集まる部会制をとっ
たことで、他の団体の活動を知ることが

② 一つの行事を行うまでの役員会や
部会での会議が多くなる。

③ 自治会長や各種団体の役員は1年
で交代するため、引き続き、まちづくり
協議会の役員を担ってもらえるか不安。

④ 現在は市からの助成金が中心のたたことで、他の団体の活動を知ることが
でき、連携を取りやすくなった。

④ それぞれの部会を部会長・副部会長
が引っ張っていくことで、役割分担ができ
るようになった。

め、安定的な財源の確保が課題。

１７

モデル校区での取り組みを受け、議論された

「佐賀市地域コミュニティ活性化検討委員会」の経緯

【第１回会議／5月27日】
○コミュニティ施策を推進する上で、モデル校区の成果と課題の検証

６ 今後の佐賀市の地域コミュニティづくり

○コミュニティ施策を推進する上で、モデル校区の成果と課題の検証

【第2回会議／6月28日】
○コミュニティ施策を推進する上での公民館の関わり方（あり方）について

【第3回会議／7月30日】
○まちづくり協議会組織の運営について
・協議会組織の要件

・事務局及び役員手当の考え方・事務局及び役員手当の考え方

【第4回会議／9月19日】
○財源確保の方法について
・行政からの助成金のあり方、自主財源確保の手法
○市職員のかかわり方について

【第5回会議／10月30日】
○提言書のまとめ １８



提言内容提言内容提言内容提言内容

全校区で地域コミュニティの取り組みを進めるべき

（一定の移行期間を設ける）

提言内容及び今後の方向性

市としての方針市としての方針市としての方針市としての方針

全校区で地域コミュニティの取り組みを進める

１９

（３～５年の移行期間）

⇒モデル事業同様に募集方式を原則とする

※旧市の校区においては、「公民館・地域連携協議会」を「まちづくり協議会」
への移行を目指す。

地域コミュニティづくりにおける市からの支援

◆協議会設立前は、印刷製本費、郵便料など市が直接負担
◆協議会設立後には、夢プランの実践にかかる費用を助成

財政面での支援

人材面での支援

◆地域コミュニティ室職員による１人１校区担当制を導入。
【新規の校区】主担当1名＋副担当1名＝2名（文書作成等の事務補助）

【継続の校区】担当1名（協議会の役員会等へ参加）

◆校区住民ワークショップ等には、専門のファシリテーター※を配置。
※中立な立場で話し合いに参加し、議論をスムーズに調整しながら

合意形成や相互理解に向けて深い議論がなされるよう調整する人

人材面での支援

◆一人二役運動の一環として、校区在住職員連絡員制度（※）を導入し、自主的な
参加を推進。

※校区毎に代表者２名・連絡員５名程度を選考し、互いに誘い合って参加する仕組み

校区在住職員の自主的な参加

２０



【参考】市からの財政支援について

現状 モデル期間 平成２６年度～

それぞれの課

から地域の各

種団体へ個別

夢プランを実現す

るための経費を
助成。（事務費10

地域特性に応じた

支出ができる助成
金を予定種団体へ個別

に助成。

助成。（事務費10
万、活動費50万）

金を予定

まちづくり

協議会
総合政策課

＜現状＞ ＜平成２６年度から＞

まちづくり協議会が設置された校区

公民館・地域

連携協議会

まつり

実行委員会

社会教育課

観光振興課

地域活性化
助成金
（仮称）

まちづくり協議会まちづくり協議会まちづくり協議会まちづくり協議会

地域活性部会

子ども育成部会

安全安心部会

２１

＜校区在住職員＞
＜まちづくり協議会＞

設立後
＜まちづくり協議会＞

代表者

地
域

情
報提
供

職員同士が誘い合って参加できる仕組みづくり ※業務ではなく、自主的な参加

【参考】市職員の積極的な参加
～校区在住職員連絡員制度の推進～

設立後設立前 代表者

（２名）

地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
室

役員会

部会
出席

出席

情
報提
供

連絡員

報
告

住民座談会
（３回程度）

参加
まちづくり協議
会設立総会

（年３～４回）

総 会
年間行事

出席

参加

（複数名）

その他職
員

呼び

かけ年間行事

お祭り、
体育大会など

参加会設立総会

（１回）
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【参考】 新しいコミュニティサイト構築による情報発信

つながるさがしつながるさがしつながるさがしつながるさがし
まちづくり協議会等の地域の活動を紹介

【平成２５年１０月２９日開設】

特徴特徴

・地域の方々からの発信

・パソコン、スマートフォン、携帯電話な
どで閲覧可能

・地域のイベントカレンダー掲載予定

・回覧板の内容も掲載可能

２３


